
今月の納期
■納期限は、11月2日（月）です

●介護保険料［第4期］

◆問い合わせ
　福祉課介護班　☎84－1257

●後期高齢者医療保険料［第4期］

◆問い合わせ
　住民課国保年金班　☎84－1214

※納付には納め忘れがなく、便利な口座
振替がご利用いただけます。
　納付方法等詳細は、上記へお問い合わ

せください。

●町県民税　　　［第3期］
●国民健康保険税［第4期］

◆問い合わせ
　税務課収税班　☎84－1212

ごみの
　　出し方

■大総・横芝・上堺地区
　回収日当日、午前 8 時 30 分までに指
定場所へ出してください。

【可燃ごみ】　毎週月・木曜日
※10月12日（月・祝）は回収します。
【有害・不燃・資源ごみ】
　第2・4月曜日
※10月12日（月・祝）は回収します。
※山武郡市環境衛生組合の袋のみ回収

■日吉・南条・東陽・白浜地区
　回収日当日、午前 8 時までに指定場
所へ出してください。

【可燃ごみ】　毎週火・金曜日
【不燃・資源ごみ】
　◎日吉・南条・白浜地区　3日・17日
　◎東陽地区　4日・18日
※匝瑳市ほか二町環境衛生組合の袋のみ回収

◆問い合わせ
　環境防災課環境班　☎84－1216

今 月 の 相 談

◆問い合わせ
【法 律 相 談】　社 会 福 祉 協 議 会　☎80－3611
【心配ごと相談】　　　　　  〃　　　　　   　　〃
【人 権 相 談】　住 民 課 住 民 班　☎84－1214
【行 政 相 談】　総務課秘書広報班　☎84－1211
【消費生活相談】　産業振興課商工観光班　☎84－1233（消費生活相談室）
【家庭教育相談】　社会文化課生涯学習班　☎84－1358
【お年寄相談窓口】　福祉課社会福祉班　☎84－1257

相談名 相談日 相談時間 会場

法 律 相 談 10月 6 日(火) 午後 1時30分～ 4時
※要事前予約

文 化 会 館
10月20日(火) 町 民 会 館

人 権 相 談 10月14日(水) 午後 1時30分～ 4時 文 化 会 館
10月27日(火) 町 民 会 館

行 政 相 談 10月14日(水) 午後 1時30分～ 4時 文 化 会 館
10月27日(火) 町 民 会 館

心 配 ご と 相 談 10月14日(水) 午後 1時30分～ 4時 文 化 会 館
10月27日(火) 町 民 会 館

消
費
生
活
相
談

相 談 員
相 談

10月 6 日(火)
午前10時～午後 4時
※ 正午～午後 1時を
除く。

消 費 生 活
相 談 室
役 場
東側玄関
ロ ビ ー

10月13日(火)
10月20日(火)
10月27日(火)

司法書士
相 談 10月10日(土) 午後 1時30分～ 4時※要事前予約

家 庭 教 育 相 談

10月 6 日(火)

午前 9時～午後 4時 町 民 会 館

10月 7 日(水)
10月14日(水)
10月15日(木)
10月20日(火)
10月21日(水)
10月27日(火)
10月28日(水)

相談名 電話番号 相談時間

お年寄相談窓口 ☎84－2338 午前9時～午後5時　※電話相談
月～金曜日（年末年始、祝日等を除く）

10月19日（月）～25日（日）10月19日（月）～25日（日）  行政相談週間
　総務省では、行政相談制度を理解し、気軽に利用していただくため、
10月19日（月）から25日（日）までを行政相談週間と定め、各地で特設相
談所等を開設します。
　町では、特設行政相談所を開設し、総務大臣から委嘱された行政相
談委員が、国、独立行政法人等の仕事や手続きについて、みなさんか
らの苦情やお困りごとをお聴きし、その解決に努めます。相談は無料
で、秘密は守られます。

特設行政相談所

と　　き　10月27日（火）　午後1時30分～4時
と こ ろ　町民会館
相談委員　佐久間和夫氏（木戸台）
　　　　　平山　公惠氏（長　塚）

◆問い合わせ　総務課秘書広報班　☎84－1211
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